
（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 37,000千円

（歳出） 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 529,568千円

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

当初予算額
国・道支出金 地方債 その他

地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

その他

198,684 141,368 1,517 6,818 48,981

43,952 2,743 2,100 2,207 4,509 32,393

102,168 31,465 4,147 8,133 58,423

344,804 175,576 2,100 7,871 19,460 139,797

29,031 15,068 1,706 12,257

57,474 4,576 50 6,458 46,390

69,684 10,761 7,200 51,723

156,189 30,405 50 15,364 110,370

7,341 1,590 3,900 114 212 1,525

6,823 51 828 5,944

14,411 502 4,615 1,136 8,158

28,575 2,143 3,900 4,729 2,176 15,627

529,568 208,124 6,000 12,650 37,000 265,794

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

合計

社会福祉

障害者福祉事業

高齢者福祉事業

児童福祉事業

小計

社会保険

国民健康保険事業

介護保険事業

後期高齢者医療事業

小計

保健衛生

医療施策事業

疾病予防対策事業

健康増進対策事業

小計

令和４年度一般会計予算（案）における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

区分 事業名

財源内訳

特定財源 一般財源令和４年度
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